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仙仙台台理理容容美美容容専専門門学学校校学学則則  
  

  

第１章  総  則 
 

【目 的】 

第 1条  本校は、教育基本法及び、学校教育法並びに理容師法・美容師法に基づ

き理容師･美容師として専門知識及び技能を修得させ、あわせて広く社会

人としての教育を培い、以って有能な人材を養成し、社会･文化の発展と

公衆衛生の向上に貢献できる心身共に健全な理容師･美容師を育成するこ

とを目的とする。 

【開設者】 

第２条  本校の開設者は次のとおりである。 

       社会福祉法人 仙台市社会事業協会 

       仙台市青葉区葉山町８番１号 

【名称及び所在地】 

第３条  本校の名称及び所在地は次のとおりである。 

仙台理容美容専門学校 

       仙台市太白区富沢南二丁目１８番１号 

 

 

第２章 課程・修業年限・定員及び休校 

【課程学科及び定員】 

第４条  本校の課程･学科･修業年限及び定員は次のとおりとする。 

課程名 学科名 昼夜別 修業年限 入学定員 総定員 学級数 

衛生専門課程 理容科 昼間課程 ２ヶ年 40人 80人 ２ 

衛生専門課程 美容科 昼間課程 ２ヶ年 160人 320人 ８ 

※各学級の定数は一学級につき 40名を基準とする。 

【学  期】 

第５条  本校の学期を１年時・２年時とも次のとおりとする。 

学  期 専門課程の理容・美容科共 

前 期 
自 ４月 １日 

至 ９月 ３０日 

後 期 
自 １０月 １日 

至 ３月 ３１日 
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【休  日】 

第６条  本校の休日は次のとおりとする。 

（１）土曜日・日曜日 

（２）国民の祝日に関する法律に規定する休日 

（３）開校記念日       １１月 ９日 

（４）夏季休校     自   ７月２１日 

                  至   ８月２０日 

（５）冬季休校     自  １２月２５日 

                  至   １月 ７日 

（６）学期末休校    自   ３月２１日 

                  至   ４月 ８日 

（７）その他校長が特に必要と認める日 

（８）前項にかかわらず校長は休日中であっても実習を課すことがで

きる。 

 

 

第３章  教育課程・授業時間及び教職員の組織 

【教育課目及び単位数】 

第７条  本校の教育課目及び単位数は別表１のとおりとする。 

【授業時間】 

第８条  本校の始業及び終業時間は次のとおりとし、１校時５０分とする。 

午前９時３０分から午後４時２０分まで。 

総授業時間は、２年間で２０１０時間とする。 

【教職員の組織】 

第９条  本校に次の教職員をおく。 

     (１) 校  長 １名 

     (２) 副 校 長          １名 

(３) 教  頭 １名 

     (４) 事 務 長 １名 

     (５) 教務主任    １名  以上 

      (６)  主  任 ３名 以上 

     (７)  教  員 １２名 以上 

     (８)  事務職員 １名 以上 

     (９) 講師(非常勤)   １０名 以上 

２．校長は校務を統括し所属職員を監督する。副校長は校長を補佐し、校長

に事故がある時、または不在の時はその職務を代理し、校長が欠けた時

はその職務を行う。教頭は校長(副校長)を補佐し、教務主任は教頭を補

佐する。 

   ３．教員及び講師は担当教科の指導及び生徒の生活指導に当たる。 

４．教職員は学校業務に必要な事務を主掌する 
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第４章  入学・退学・休学・卒業及び賞罰 

【入学資格】 

第１０条  本校の入学資格は次のとおりとする。 

学校教育法第９０条に規定する者。 

【入学手続き】 

第１１条  本校の入学手続は、次のとおりとする。 

本校に入学しようとする者は、本校所定の入学願書等に必要事項を記 

載し、第２３条に定める受験料を添えて、指定期日までに出願しなけ

ればならない。 

【入学者】 

第１２条  前条の手続きを終了したものに対して入学試験を行い試験に合格し

た者とする。 

【入学許可】 

第１３条  本校に入学を許可された者は、所定の期日まで誓約書(様式１)ととも

に、第２３条に定める入学金を添えて手続きをとらなければならない。 

【休学・復学】 

第１４条  休学又は復学しようとする者は、本校所定の届出用紙(様式２)にその

事由を記し、校長の許可を受けなければならない。 

２．休学は原則として入学時から３年間で全課程を修了する見込みのある

者とする。 

【退 学】 

第１５条  退学しようとする者は、本校所定の届出用紙（様式２）にその事由を

記し、校長の許可を受けなければならない。 

【転入学】 

第１６条  本校への転入学を希望する者がある場合は、学習の進展が同程度あり、

かつ、やむを得ない事情があると認めた場合には、選考の上許可する

ことができる。 

  ２．原則として、同一科のみの転入学とする。 

【学習評価】 

第１７条  学期末及び進級・卒業認定試験は、必修課目・選択必修課目とも 

１００点満点とし、学科合格点６０点以上、実技合格点７０点以上と

する。 

合格点に達しない者については、追試験・再追試験を行なう。 
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【卒業認定の基準】 

第１８条  学則第７条に定める教科課目を履修すること。欠席が出席すべき教科

課目の授業時間の１/３（実習を伴う教科課目にあっては１/５）を超

える場合は、当該課目の履修を認めず、卒業はできない。ただし、 

１/３以内の場合は、理容師・美容師になるための十分な知識及び技

術を身に付けさせるため、法定時数に満たない時間数の補習を行う。 

    ２．学則第１７条に定める基準に達した者。 

    ３．毎年２月中旬、校長及び卒業判定教員で構成する卒業判定会議におい 

      て卒業を認定する。 

【称号の授与】 

第１９条  本校所定の専門課程で修業年限２年以上の学科を修了した者で衛生

専門課程の修了者には専門士（衛生専門課程）の称号を授与する。 

【褒  賞】 

第２０条  成績優秀にして他の模範となる者は、これを褒賞することができる。 

【懲  戒】 

第２１条  学校教育法施行規則第２６条に準ずる。 

【入学期・卒業期】 

第２２条  入学･卒業については次のとおりであり、日時等はその都度決めて行 

      う。 

 入学式  ４月 

 卒業式  ３月 

 

 

第５章 受験料・入学金・授業料及び実習費等 

【受験料・入学金・校舎維持費】 

第２３条  受験料、入学金及び校舎維持費は別表３のとおりとし、別に定める納

期までに納入しなければならない。 

第２４条  入学手続を完了している者が入学式の前に入学を辞退した場合は、納

入した校舎維持費を返還する。 

【授業料・実習費】 

第２５条  本校の授業料及び実習費は別表３のとおりとし、年３期に分け、４ヶ

月分をまとめて、授業の出席の有無にかかわらず納入しなければなら

ない。 

【その他】 

第２６条  授業料及び実習費の納付を納期後４ヶ月以上怠ったときは、登校停止

を命ずることがある。 

第２７条  個人で使用する教材器具は、各々において準備する。 
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第６章 附帯教育事業 

 

第２８条  本校に附帯教育事業として通信課程をおく。 

 

【通信課程の学科及び修業年限・定員】 

第２９条  通信課程の学科･修業年限及び定員は次のとおりとする。 

 

 

【通信養成を行う地域】 

第３０条  通信養成を行う地域は関東以北全域とする。 

【通信課程の単位数】 

第３１条  通信課程の教科別面接指導を行う単位数は別表２-１のとおりとする。 

２．修得者課程の教科別面接指導は（別表２－３）のとおりとする。 

【通信課程の面接指導】 

第３２条  通信課程の面接指導は、別表２-２のとおりとする。 

２．理容科・美容科の同時授業を行う。教科課目は別表２-１のとおりと

する〔但し、理容師養成施設指定規則（平成 10 年厚生省令第５号）・

美容師養成施設指定規則（平成 10 年厚生省令第 8 号）に該当の場合

とする〕 

３．修得者課程の面接指導は（別表２－３）のとおりとする。 

【入学資格】 

第３３条  通信課程の入学資格は次のとおりとする。 

      学校教育法第９０条及び学校教育法第５７条に規定する者。 

２．理(美)容師修得者課程については、理(美)容師免許取得者もしくは理

(美)容師養成施設を卒業又は卒業見込みの者で、入所試験に合格した

者。 

【入学手続】 

第３４条  通信課程の入学手続は次のとおりとする。 

      通信課程に入学しようとする者は、本校所定の入学願書等に必要事項

を記載し第４２条に定める選考料を添えて指定期日までに出願しな

ければならない。 

 

 学科名 課程名 修業年限 入学定員 総定員 学級数 

衛

生

課

程 

理容科 

専門課程 
3ヶ年 

40人 

 

120人 3 

 

高等課程 

美容修得者課程 1.5ヶ年 

美容科 

専門課程 
3ヶ年 

40人 

 

120人 3 

 

高等課程 

理容修得者課程 1.5ヶ年 
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【入学者】 

第３５条  前条の手続を終了した者に対して、入学選考を行い選考に合格した者 

とする。 

 

【入学許可】 

第３６条  通信課程に入学を許可された者は、所定の期日までに第４２条に定め

る入学金を添えて入学手続をとらなければならない。 

【休学・復学】 

第３７条  休学又は復学しようとする者は本校所定の届出用紙(様式３)にその

事由を記し校長の許可を受けなければならない。 

２．休学は原則として入学時から５年間で全課程を修了する見込みのある

者とする。 

３．修得者課程の休学は原則として入学時から２.５年間で全課程を修了

する見込みのある者とする。 

【編入・転入】 

第３８条  編入又は転入しようとする者は本校所定の届出用紙（様式３）にその

事由を記し校長の許可を受けなければならない。ただし、同一の入学

年次および同一の入所時期内での編入又は転入とする。 

 

【退  学】 

第３９条  退学しようとする者は本校所定の届出用紙（様式３）にその事由を記

し校長の許可を受けなければならない。 

 

【卒業認定の基準】 

第４０条  所定の単位（日本理容美容教育センターの定める課題）を修得した者

で、学則第３２条に定める面接指導を修了すること。欠席が出席すべ

き教科課目の授業時間の１/３(実習を伴う教科課目にあっては 

１/５)を超える場合は、当該課目の履修を認めず、卒業はできない。

ただし、１/３以内の場合は、理容師・美容師になるための十分な知

識及び技術を身に付けさせるため、法定時数に満たない時間数の補習

を行う。 

    ２．在籍期間は原則として入学時から５年間で、全課程を修了する見込み    

      のある者とする。 

３．修得者課程の在籍期間は原則として入学時から２.５年間で、全課程

を修了する見込みのある者とする。 

４．修得者課程の卒業認定は、他方の養成施設の教科課程を履修（卒業）

していること。なお、修得者課程の履修のみでは同課程の卒業認定は

認めない。 

【褒  賞】 

第４１条  成績優秀にして他の模範となる者はこれを褒賞することができる。 
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【懲  戒】 

第４２条  次ぎの場合は除籍（退学）処分とする。 

学校教育法施行規則第２６条に準ずる。 

２．３ヶ月以上住所不明、連絡が取れない者。 

３．報告課題の提出につき、督促をもらった場合において、その督促の日

から３ヶ月以上の期間を経過しても回答のない者。 

４．授業料及び実習費を支払期日より３ヶ月以上滞納した者。 

５．その他、学業を継続する意志がないと認められる者。 

【入学期・卒業期】 

第４３条  入学･卒業については次のとおりとする。日時についてはその都度決

定し執り行う。 

            入学式１０月 

            卒業式 ９月 

【選考料・入学金・校舎維持費】 

第４４条  選考料・入学金・及び校舎維持費は別表３のとおりとし、別に定める

納期までに納入しなければならない。 

第４５条  入学手続きを完了している者が入学式の前に入学を辞退した場合は

納入した校舎維持費を返還する。 

【授業料・実習費】 

第４６条  通信課程の授業料及び実習費は別表３のとおりとし、授業料は年２期

に分け６ヶ月分をまとめて納入しなければならない。実習費は年額と

し、２回に分けて面接指導期に納入する。 

２．修得者課程の授業料及び実習費は１．５年で３期に分けて面接指導期

に納入する。なお、他方の通常課程の履修が完了しない場合(卒業で

きない場合)であっても、それを理由に納入金の返還は出来ない。 

【添削指導のための組織等】 

第４７条  教育相談窓口を設置し、随時質問・相談を受け付ける。 

第４８条  通信授業及び添削指導に係る事務の一部を社団法人日本理容美容教

育センターに委託する。（委託業務の内容・教材の配本は別表４のと

おりとする。） 

 

 

第７章 雑 則 
第５０条  この学則の施行に関して必要な規定は、校長において之を定める。 

 

【附  則】 

   この学則は、平成１１年４月１日から施行する。 

ただし、別表３のうち、中卒者補講料については、１０期生から適用する。 

 ２．この学則の施行に関して必要な規定は、校長において之を定める。 

【附  則】 

   この学則は、平成１２年２月２１日から施行する。 

【附  則】 

   この学則は、平成１３年４月１日から施行する。 
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【附  則】 

   この学則は、平成１５年４月１日から施行する。 

   但し、通信課程は０２期生から適用する。 

【附  則】 

   この学則は、平成１８年４月１日から施行する。 

   但し、通信課程は０３期生から適用する。 

 

 

【附  則】 

   この学則は、平成２１年４月１日から施行する。 

   但し、通信課程は０９期生から適用する。（別表３については０８期生より

適用） 

【附  則】 

この学則は、平成２３年４月１日から施行する。 

   但し、通信課程は、平成２３年１０月１日から施行する。 

【附  則】 

この学則は、平成２４年４月１日から施行する。 

   但し、通信課程は、平成２４年１０月１日（１２期生）から施行する。 

【附  則】 

この学則は、平成２５年４月１日から施行する。 

   但し、通信課程は、平成２５年１０月１日から施行する。 

【附  則】 

この学則は、平成２６年１０月１日から施行する。 

   但し、通信課程のみとする。 

【附  則】 

   この学則は、平成２７年１０月１日から施行する。 

但し、通信課程１５期生から適用する。 

【附  則】 

   この学則は、平成２８年４月１日から施行する。 

但し、別表１ 選択課目については、第１学年生より適用する。 

【附  則】 

   この学則は、平成３０年４月１日（平成３０年４月入学生より適用）から施

行する。 

   ただし、通信課程は平成３０年１０月入学生から適用する。 

【附  則】 

   この学則は、２０１９年１０月入学生から適用する。 

【附  則】 

   この学則は、２０２３年４月から適用する。 


